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告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

青
森
県
褒
賞
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
褒
賞
を
行
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日
に
行
っ
た
褒
賞

大お
お

竹た
け

正ま
さ

美み

多
年
和
洋
菓
子
製
造
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る

な
ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

大お
お

南み
な
み

幸ゆ
き

勝か
つ

多
年
建
築
板
金
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な

ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

小こ

林ば
や
し

克か
つ

已み

多
年
椅
子
製
作
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な

ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

中な
か

村む
ら

清き
よ

和か
ず

多
年
造
園
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な
ど
、
業

務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

福ふ
く

士し

博ひ
ろ

た
け

多
年
日
本
料
理
調
理
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る

な
ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

佐さ

藤と
う

昭し
ょ
う

三ぞ
う

多
年
村
長
等
の
職
に
あ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
の
向
上
に
尽
く
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
貢
献

し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

三み

浦う
ら

俊と
し

哉や

多
年
町
議
会
議
員
の
職
に
あ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
の
向
上
に
尽
く
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

下し
も

山や
ま

美み

智ち

子こ

多
年
学
校
法
人
の
理
事
長
等
と
し
て
生
徒
の
訓
育
に
尽
く
し
、
教
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功

績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

青
森
県
報
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友と
も

田だ

博ひ
ろ

文ぶ
み

多
年
町
教
育
委
員
会
教
育
長
等
と
し
て
教
育
環
境
の
整
備
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒

の
訓
育
に
尽
く
し
、
教
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

張は
り

摩ま

博ひ
ろ

子こ

多
年
婦
人
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
婦
人
の
教
養
及
び
地
位
の
向
上
に
努
め
る
な
ど
、
社
会
教
育

の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

須す

藤ど
う

弘ひ
ろ

敏と
し

多
年
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
と
し
て
、
仏
教
美
術
の
調
査
報
告
に
携
わ
り
、
文
化
財
の
保
護
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

柿か
き

本も
と

ふ

美み

江え

「
花は
な

柳や
ぎ

秀し
ゅ
う

梢し
ょ
う」

多
年
日
本
舞
踊
の
指
導
に
励
み
、
後
進
の
育
成
に
努
め
る
な
ど
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
功
績

ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

篠し
の

村む
ら

愛あ
い

子こ

「
山や
ま

彦び
こ

阿あ

以い

子こ

」

多
年
邦
楽
の
普
及
に
努
め
る
と
と
も
に
、
後
進
の
育
成
に
尽
く
し
、
ま
た
関
係
団
体
の
要
職
に

あ
っ
て
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

竹た
け

内う
ち

秀ひ
で

男お

多
年
合
唱
の
指
導
に
励
み
、
後
進
の
育
成
に
努
め
る
な
ど
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ

と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

森も
り

功い
さ
お

多
年
ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
選
手
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な

ど
、
競
技
の
躍
進
と
体
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

大お
お

嶋し
ま

ツ

ギ

多
年
母
子
福
祉
の
業
務
に
力
を
注
ぎ
、
母
子
家
庭
の
自
立
向
上
に
努
め
、
ま
た
関
係
団
体
の
要
職

に
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
の
向
上
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

宮み
や

崎ざ
き

春は
る

子こ

多
年
乳
児
院
院
長
と
し
て
乳
児
の
保
護
育
成
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民
生
の
安
定
に
貢

献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

小お

倉ぐ
ら

保や
す

英ひ
で

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

佐さ

さ々

木き

俊と
し

榮え
い

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

竹た
け

谷や

と

く

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

長な
が

尾お

隆り
ゅ
う

道ど
う

多
年
保
護
司
と
し
て
罪
を
犯
し
た
人
の
改
善
更
生
に
尽
く
し
、
地
域
社
会
の
浄
化
に
貢
献
し
た
功

績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

藤ふ
じ

田た

光み
つ

子こ

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

栁や
な
ぎ

沢さ
わ

ふ

じ
の

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

吉よ
し

本も
と

睦む
つ

子こ

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

春か
す

日が

井い

清き
よ
し

多
年
学
校
医
と
し
て
児
童
生
徒
の
保
健
管
理
に
尽
く
し
、
学
校
保
健
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し

た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

名な

久く

井い

茂し
げ

良よ
し

多
年
学
校
歯
科
医
と
し
て
児
童
生
徒
の
保
健
管
理
に
尽
く
し
、
学
校
保
健
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢

献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
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蝦え
び

名な

伊い

右う

衛え

門も
ん

多
年
旅
館
ホ
テ
ル
業
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
生
活
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま

こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

八や

木ぎ

橋は
し

次つ
ぎ

男お

多
年
柔
道
整
復
師
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
保
健
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ

と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

角か
く

田た

浩こ
う

一い
ち

多
年
環
境
整
備
事
業
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
環
境
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま

こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

天て
ん

坂さ
か

廣こ
う

司じ

多
年
農
業
共
済
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
業
界
の
運
営
指
導
と
基
盤
強
化
に
努
め
る
な
ど
、

農
業
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

櫛く
し

引び
き

利と
し

貞さ
だ

多
年
醸
造
食
品
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
業
界
の
運
営
指
導
と
活
性
化
に
努
め
る
な
ど
、
産

業
経
済
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。三み

浦う
ら

武た
け

德の
り

多
年
建
築
業
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
建
築
業
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕

著
で
あ
り
ま
す
。

奥お
く

島し
ま

勝か
つ

義よ
し

多
年
納
税
貯
蓄
組
合
組
合
長
等
の
要
職
に
あ
っ
て
、
納
税
思
想
の
普
及
高
揚
並
び
に
関
連
組
合
の

指
導
育
成
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

塩し
お

﨑ざ
き

幸ゆ
き

治じ

多
年
納
税
貯
蓄
組
合
組
合
長
等
の
要
職
に
あ
っ
て
、
納
税
思
想
の
普
及
高
揚
並
び
に
関
連
組
合
の

指
導
育
成
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

相あ
い

内う
ち

武た
け

光み
つ

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

大お
お

髙た
か

聖せ
い

功こ
う

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

駒こ
ま

嶺み
ね

敏と
し

昭あ
き

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

西に
し

舘だ
て

孝た
か

司し

多
年
消
防
団
副
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定

に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

西に
し

村む
ら

茂し
げ
る

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

石い
し

山や
ま

雅ま
さ

子こ

多
年
統
計
調
査
員
と
し
て
統
計
調
査
業
務
に
精
励
す
る
と
と
も
に
、
統
計
思
想
の
普
及
高
揚
に
尽

く
し
、
統
計
の
発
達
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。中な

か

村む
ら

ユ

リ

多
年
統
計
調
査
員
と
し
て
統
計
調
査
業
務
に
精
励
す
る
と
と
も
に
、
統
計
思
想
の
普
及
高
揚
に
尽

く
し
、
統
計
の
発
達
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。於お

本も
と

正た
だ
し

多
年
交
通
安
全
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
交
通
安
全
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
、
交
通
事
故

の
抑
止
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

木き

村む
ら

化か

工こ
う

機き

株か
ぶ

式し
き

会が
い

社し
ゃ

令
和
二
年
三
月
、
青
森
県
に
対
し
て
地
方
創
生
の
た
め
多
額
の
金
員
を
寄
附
し
、
地
域
振
興
に
貢

献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

岩い
わ

木き

山さ
ん

パ
ト
ロ
ー
ル
隊た
い

赤せ
き

十じ
ゅ
う

字じ

奉ほ
う

仕し

団だ
ん

多
年
山
岳
遭
難
救
助
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
遭
難
防
止
活
動
及
び
遭
難
者
捜
索
救
助
活
動
を
続

け
、
山
岳
事
故
の
防
止
等
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。
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青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
二
〇
〇

鯵
ヶ
沢
町
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
五
号

四

変
更
の
内
容

表
題
「
赤
石
水
産
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
五
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
」
を
「
鯵
ヶ
沢

町
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
五
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
」
に
、
（
遊
漁
料
の
額
及
び
納
付

の
方
法
）
の
第
七
条
第
二
項
の
表
中
「
赤
石
水
産
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
鯵
ヶ
沢
町
漁
業
協
同
組

合
赤
石
支
所
」
に
、
（
県
内
共
通
遊
漁
の
承
認
等
に
関
す
る
事
項
）
の
第
九
条
第
二
項
「
十
和
田

市
元
町
東
四
丁
目
一
番
十
五
号
」
を
「
青
森
市
安
方
一
丁
目
一
番
三
十
二
号
青
森
県
水
産
ビ
ル
六

階
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
遊
漁
承
認
証
の
表
の
発
行
者
「
赤
石
水
産
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
鯵
ヶ
沢
町
漁
業

協
同
組
合
」
に
、
様
式
第
三
号
漁
場
監
視
員
証
の
表
の
発
行
者
「
赤
石
水
産
漁
業
協
同
組
合
」
を

「
鯵
ヶ
沢
町
漁
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。

「
こ
の
規
則
の
変
更
は
、
鯵
ヶ
沢
漁
業
協
同
組
合
と
赤
石
水
産
漁
業
協
同
組
合
の
合
併
後
に
効

力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
」
の
附
則
を
追
加
す
る
。

五

施
行
の
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

黒
石
市
大
字
石
名
坂
字
石
法
師
三
八
の
四

浅
瀬
石
川
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
十
六
号

四

変
更
の
内
容

遊
漁
料

浅
瀬
石
川
漁
業
協
同
組
合
が
発
行
す
る
遊
漁
承
認
証
を
使
用
し
て
遊
漁
す
る
場
合

魚

種

漁
具
、
漁
法

期
間

遊

漁

料

あ
ゆ
、
い
わ
な
、
や

ま
め
、
に
じ
ま
す

手
釣
、
竿
釣

一
日

五
〇
〇
円

一
年

三
、
〇
〇
〇
円

こ
い
、
ふ
な
、
う
ぐ

い
、
か
じ
か

手
釣
、
竿
釣
、

持
網

一
日

五
〇
〇
円

一
年

三
、
〇
〇
〇
円

た
だ
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
と
き
は
、
右
表
の
遊
漁
料

に
五
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
ま
た
、
未
就
学
の
幼
児
に
つ
い
て
は
無
料
、
小
中
学

生
又
は
肢
体
不
自
由
者
に
つ
い
て
は
、
右
表
の
額
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
。

五

施
行
の
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
下
風
呂
一
二
七

風
間
浦
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日
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三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
二
十
九
号

四

変
更
の
内
容

表
題
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
九
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
」
を
「
風
間
浦
漁
業
協

同
組
合
内
共
第
二
十
九
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
」
に
、
（
遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
の
方
法
）
の
第

七
条
第
二
項
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
風
間
浦
漁
業
協
同
組
合
易
国
間
支
所
」
に
、
（
県

内
共
通
遊
漁
の
承
認
等
に
関
す
る
事
項
の
第
九
条
第
二
項
「
十
和
田
市
元
町
東
四
丁
目
一
番
十
五

号
」
を
「
青
森
市
安
方
一
丁
目
一
番
三
十
二
号
青
森
県
水
産
ビ
ル
六
階
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
遊
漁
承
認
証
の
表
の
発
行
者
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
風
間
浦
漁
業
協
同

組
合
」
に
、
様
式
第
三
号
漁
場
監
視
員
証
の
表
の
発
行
者
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
風
間

浦
漁
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。

「
こ
の
規
則
の
変
更
は
、
下
風
呂
漁
業
協
同
組
合
と
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
と
蛇
浦
漁
業
協
同

組
合
の
合
併
後
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
」
の
附
則
を
追
加
す
る
。

五

施
行
の
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
下
風
呂
一
二
七

風
間
浦
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
三
十
号

四

変
更
の
内
容

表
題
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
三
十
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
」
を
「
風
間
浦
漁
業
協
同

組
合
内
共
第
三
十
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
」
に
、
（
遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
の
方
法
）
の
第
七
条

第
二
項
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
風
間
浦
漁
業
協
同
組
合
易
国
間
支
所
」
に
、
（
県
内
共

通
遊
漁
の
承
認
等
に
関
す
る
事
項
の
第
九
条
第
二
項
「
十
和
田
市
元
町
東
四
丁
目
一
番
十
五
号
」

を
「
青
森
市
安
方
一
丁
目
一
番
三
十
二
号
青
森
県
水
産
ビ
ル
六
階
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
遊
漁
承
認
証
の
表
の
発
行
者
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
風
間
浦
漁
業
協
同

組
合
」
に
、
様
式
第
三
号
漁
場
監
視
員
証
の
表
の
発
行
者
「
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
風
間

浦
漁
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。

「
こ
の
規
則
の
変
更
は
、
下
風
呂
漁
業
協
同
組
合
と
易
国
間
漁
業
協
同
組
合
と
蛇
浦
漁
業
協
同

組
合
の
合
併
後
に
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
」
の
附
則
を
追
加
す
る
。

五

施
行
の
日

令
和
二
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が

あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

住

所

名

称

売
り
さ
ば
き
場
所

変

更

年
月
日

変
更
前

平
川
市
本
町
西
宮
一

三
六
の
一

平
賀
り
ん
ご
商
業
協

同
組
合

平
川
市
本
町
西
宮
一

三
六
の
一

令
和二･一一･一八

変
更
後

平
川
市
町
居
南
田
一

七
〇
の
六

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町
三
丁
目
一
の
一
、
一
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目

三
の
二
三

代
表
取
締
役

辻
田
泰
徳

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
の
一

代
表
取
締
役

辻
田
泰
徳

令
和二･
六･
一

三

届
出
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日

四

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

五

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
三
年
三
月
二
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ブ
セ
ン
タ
ー
弘
前
店

弘
前
市
大
字
高
田
四
丁
目
二
の
一
〇

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

弘
前
市
の
意
見
の
概
要

１

騒
音
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
予
測
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
の
状
況
変
化
に
は
十

分
留
意
し
、
営
業
に
伴
い
周
辺
住
民
等
か
ら
騒
音
等
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
、

誠
意
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
苦
情
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
最
大
限
の

配
慮
を
す
る
こ
と
。

２

地
区
計
画
に
つ
い
て
、
城
東
第
五
地
区
計
画
の
区
域
内
の
た
め
、
建
築
物
や
工
作
物
に
変
更

等
が
あ
る
場
合
は
、
行
為
に
着
手
す
る
三
十
日
前
ま
で
に
届
出
を
行
う
こ
と
。

３

景
観
計
画
に
つ
い
て
、
一
定
規
模
を
超
え
る
大
規
模
行
為
を
行
う
場
合
は
、
景
観
法
に
基
づ

く
届
出
を
行
う
こ
と
。

４

屋
外
広
告
物
に
つ
い
て
、
一
定
規
模
を
超
え
る
屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
場
合
は
、
弘
前
市

屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
許
可
申
請
を
行
う
こ
と
。

５

開
発
許
可
に
つ
い
て
、
当
該
地
は
市
街
化
区
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
開
発
行
為
（
建
築
物
の
建
築
ま
た
は
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
土
地

の
区
画
形
質
の
変
更
）
を
行
う
場
合
は
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
許
可
申
請
を
行
う
こ
と
。
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四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

災
害
用
ト
イ
レ
及
び
屋
内
テ
ン
ト
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

次
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
購
入
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
は
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
。

災
害
用
ト
イ
レ
及
び
屋
内
テ
ン
ト

一
式

２

調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

納
入
期
限

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
二
年
五
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
規
定
に
よ
り
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開

札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指

名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に

知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

調
達
物
品
又
は
こ
れ
と
同
一
の
種
類
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
二
年
十
二

月
十
四
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
九
九

４

提
出
部
数

二
部

六

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ
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電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
九
九

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

令
和
三
年
一
月
八
日
（
時
間
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
一
階
会
計
管
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
一

落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
た
製
品
に
係
る
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て

有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

３

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
一
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
に
委
嘱
し
た
次
に
掲
げ
る
者
か
ら
辞
職
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令

和
二
年
十
一
月
十
二
日
承
認
し
た
。
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令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

氏

名

連

絡

先

活
動
区
域

小
山
内

秀

雄

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
上
市
川
字
二
堤
八

五
戸
警
察
署
の

管
轄
区
域
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